
１月定例記者会見事項書 

 

令和７年１月８日（水）午前 11 時～ 

市役所本庁舎４階 庁議室 

 

１. 市長からの発表 

（１）『田舎暮らしの本』住みたい田舎ベストランキングで、 

東海エリア総合部門５位を達成・・・・・（資料№１） 

 

（２）Instagram 投稿イベント「わたしの伊賀推し！ええやん伊賀」・・・・（資料№２） 

 

（３）第 65 回伊賀地区駅伝競走大会の開催・・・・・・・・・・・・・・・（資料№３） 

 

２．１月の主な行事予定 

（１）人権啓発パネル展の開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（資料№４） 

  日  時 会場により異なります（詳細は別紙をご覧ください） 

  場  所 伊賀市本庁舎、寺田市民館、いがまち人権センター 

  内  容 「性別にかかわりなく、生き生きと活躍できる社会を目指して」 

「2024 年度人権作品展」 

「世界人権宣言」 

  担  当 人権生活環境部 人権政策課（電話 0595-26-9683） 

 

（２）伊賀市本庁舎アート情報（１月展示）の開催・・・・・・・・・・・・（資料№５） 

 日  時 １月６日（月）～１月 31 日（金）※華道は１/６から１/31 まで 

午前８時 30 分～午後５時 15 分（市役所の開庁時間に準ずる） 

場  所 伊賀市本庁舎（４階）市民ミニギャラリー 

                     （１階）玄関横 

内  容 （４階） 伊賀市寄贈作品の展示  
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担  当 企画振興部 文化振興課 美術博物館建設準備室（電話 0595-41-0400） 

 

（３）企画展示「忍びの里 伊賀」の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・（資料№６） 

期  間 1 月５日（日）～３月 23 日（日）午前９時～午後７時 

休館日：毎週月曜日、図書整理日〔1 月 31 日（金）、２月 28 日（金）〕 

場  所 伊賀市上野図書館 2 階 企画展示コーナー 

展示資料 「伊賀旧考」「伊陽安民記」「伊水温故」「三国地志」（県指定文化財）等 

担  当 伊賀市上野図書館（電話 0595-21-6868） 

 

３．その他 



 

 

令和７年１月８日定例記者会見（№1） 

担当連絡先 

企画振興部 地域創生課 移住定住係      

担当者名：中村 

電話番号：0595-22-9680 

 

『田舎暮らしの本』住みたい田舎ベストランキングで、 

東海エリア総合部門５位を達成 

１ 発表事項の内容 

  ㈱宝島社の『田舎暮らしの本』２月号（1月４日発行）の、「202５年版第１３回住み

たい田舎ベストランキング」で、伊賀市が東海エリア（愛知・岐阜・三重・静岡）で総合

部門５位、若者世代・単身者部門８位、子育て世代部門６位、シニア世代部門５位に選ば

れました。県内自治体では４部門ともに１位を達成しました。 

  なお、ランキングは、住宅支援や子育て支援、就労支援など支援制度についての項目や、

交通、自然の豊かさや伝統的な景観、日常生活に関する項目など、全 314項目のアンケ

ート結果から、宝島社が独自に点数化し決定しています。 

 

■【全国 12エリア別ランキング：東海エリア】（カッコ内は昨年の順位） 

 ＊総合部門 ５位（６位） 

  ＊若者世代・単身者部門 ８位（10位） 

＊子育て世代部門 ６位（6位） 

  ＊シニア世代部門 ５位（3位） 

■【人口５万人以上 10万人未満の自治体】（カッコ内は昨年の順位） 

 ＊総合部門 ―（20位） 

  ＊若者世代・単身者部門 －（―） 

  ＊子育て世代部門 ―（20位）  

  ＊シニア世代部門 １３位（7位）  

  ■アンケートの実施時期 

   ＊202４（令和６）年 11月に提出 

  ■回答自治体数 

   ＊547自治体（昨年 587自治体） 

  ■アンケートについて 

   ＊質問数 314項目（昨年 278項目） 
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令和７年１月８日定例記者会見（№２） 

担当連絡先 

企画振興部 地域創生課 移住定住係      

担当者名：中村、梅田 

電話番号：0595-22-9680 

 

Instagram 投稿イベント「わたしの伊賀推し！ええやん伊賀」 

 

１ 発表事項の内容 

  広報戦略指針に基づく取組みの一つとして、令和６年５月から Instagram を活用した

投稿イベントを開催しています。このイベントでは、参加者が感じた伊賀の魅力を自身の

Instagram に「＃ええやん伊賀」を付けて投稿するイベントで、市内・市外在住は問わず

誰でも気軽に参加できます。投稿写真や動画は、ジャンルを問わず参加者が「ええやん！」

と感じたものを投稿してもらい、毎月「ええやん伊賀賞」を選んで伊賀の特産品を贈呈し

ています。また、年末には「ええやん伊賀賞」の中からグランプリ「市長賞」を選出し、

賞状と伊賀肉を贈呈しました。 

 

２ これまでの実績 

 ◎令和６年５月１日から 12 月末までの延べ投稿件数は 335 件ありました。 

  

◎令和６年の市長賞には５月から１１月に「ええやん伊賀賞」に選ばれた 15 作品の 

  中から市長に１点をグランプリとして選んでいただき、「市長賞」として賞状と 

  伊賀肉を贈呈しました。 

  



 

令和７年１月８日定例記者会見（資料№３） 

担当連絡先 

企画振興部スポーツ振興課 

担当者名：山岡 

電話番号：0595-22-9635 

 

   第 65回伊賀地区駅伝競走大会の開催 

 

１ 発表事項の概要 

  第 65回伊賀地区駅伝競走大会を開催します。 

 

２ 発表内容 

（１）目的  スポーツ活動を通じて体力づくりの推進を図り、健康で明るい地域社会づく

りと青少年の健全育成に努める。 

 

（２）日時  令和７年１月 26日（日）※荒天中止 

        午前  ８時 30分 【開会式】（ゆめぽりすセンター駐車場） 

        午前 10 時 00分 【スタート】全部門共通（伊賀市教職員住宅前） 

        午後  0時 05分 【お楽しみ抽選会】（ゆめぽりすセンター駐車場） 

                午後  ０時 30分 【閉会式】（ゆめぽりすセンター駐車場） 

        ※雨天の場合は、ゆめぽりすセンター２階大会議室で行います。 

 

（３）場所  伊賀市ゆめが丘地内 15.1 ㎞（５区間） 

 

（４）参加（見込）人数  62チーム（前回大会：56チーム） 

    男子の部 46 チーム 女子の部 ２チーム オープンの部 14チーム 

 

（５）主催者  伊賀地区駅伝競走大会実行委員会 

 

（６）その他  参加賞：第 65回伊賀地区駅伝競走大会タオル 



大  会  日  程 
 

１ 受 付                            ＜ゆめぽりすセンター駐車場＞ 

  ・駐車場係（７時００分～７時１５分） 

  ・交通整理員（７時３０分～７時４５分） 

  ・交通係員（７時３０分～８時００分） 

・監督、１区選手、１区付添い者（８時００分～８時３０分） 

  ・２区～５区選手、付添い者 （８時４５分～９時３０分）＜※各中継所＞ 

 

２ 開会式 （８時３０分）                   ＜ゆめぽりすセンター駐車場＞ 

  （１）開会宣言 

  （２）優勝杯並びに優勝旗の返還 

  （３）大会委員長挨拶 

  （４）伊賀市長激励のことば 

  （５）祝辞（市議会議長） 

  （６）来賓紹介 

  （７）祝電披露 

  （８）競技上の諸注意 

  （９）選手宣誓 

 

３ 点呼                             ＜各中継所＞ 

   ・第１点呼 ※受付をもって第１点呼とする。 

   ・最終点呼 下記の時間に行うので、選手の方は各中継所に待機すること。 

区間 中 継 所 最終点呼 

ｽﾀｰﾄ・1区 伊賀市教職員住宅前 9：45 

2区 伊賀森林組合駐車場 9：55 

3区 伊賀市上下水道部 10：05 

4区 伊賀森林組合駐車場 10：15 

5区 伊賀市上下水道部 10：25 

 

４ スタート  全部門 （１０時００分）            ＜伊賀市教職員住宅前＞ 

 

５ お楽しみ抽選会 （１２時０５分）             ＜ゆめぽりすセンター駐車場＞ 

 

６ 閉会式（１２時３０分）                    ＜ゆめぽりすセンター駐車場＞ 

  （１）永年出場者表彰 

  （２）成績発表及び表彰 

  （３）閉会宣言 

 

７ 解散 

 

 

 ※結果はブログに掲載します。（１４時００分頃） 

   →伊賀地区駅伝競走大会公式ブログ http://igaekiden.iga-log.com/ 

http://igaekiden.iga-log.com/


第65回伊賀地区駅伝競走大会 駐車場図

伊賀市上下水道部

伊賀森林組合

伊賀市教職員住宅前

〇必ず係員の指示に従って駐車してください。
〇指定以外の駐車場の利用はお控えください。
※台数に限りがあるので、なるべくチームで乗り合わせて、閉会式会場へお越しください。

○①はチームで１台のみ駐車可能です。（駐車券必須）

図番 名称 指定

① ゆめぽりすセンター前駐車場（約100台） 各チーム１台・大会車両 ※駐車券必須

② ロート製薬第２駐車場（約180台） １区選手/１区付添い

③ ロート製薬第１駐車場（約290台）
２区・４区選手/２区・４区付添い
３区・５区選手/３区・５区付添い

④ 旭ダイヤモンド工業駐車場（約180台）
３区・５区選手/３区・５区付添い
上下水道部中継所スタッフ

⑤ ミルボン駐車場（約160台）
２区・４区選手/２区・５区付添い
森林組合中継所スタッフ

⑥ PLANT駐車場（20台程度） 大会役員・記者

１

２

４

３

６

５



令和７年１月 8日定例記者会見（№４） 

担当連絡先 

人権生活環境部 人権政策課      

担当者名：久保田 

電話番号：0595-22-9683 

 

人権啓発パネル展の開催 

 

（１）目的 

多くの市民にさまざまな人権問題に触れてもらい、部落差別をはじめとするあらゆる差別の

解消をめざします。 

 

（２）展示内容 

①人権政策課「人権啓発パネル展」 

  性別による無意識の偏見や思い込みによって、家庭や職場で役割を決めてはいないでしょ

うか。 

  性別にかかわりなく、誰もが生き生きと活躍できる社会を目指して、一人ひとりができる

ことを考えるきっかけとなるよう、ぜひご覧ください。 

 

テーマ：「性別にかかわりなく、生き生きと活躍できる社会を目指して」 

「2024年度人作品展」（チラシ添付） 

期 間：1月 6日（月）～1月 30日（木） 

平日のみ 午前８時 30分～午後５時 15分 
               伊賀市役所 本庁舎３階フロア （伊賀市四十九町 3184番地） 

 

②寺田市民館「じんけん」パネル展 

全ての人間が生まれながらに持っている基本的な人権を、人類史上初めて公的に明らかに

した画期的な宣言です。宣言の意義について学び、私たちが果たすべき役割について考えて

みましょう。 

 

   テーマ：「世界人権宣言」（チラシ添付） 

期 間：1月 8日（水）～1月 30日（木）平日のみ 午前９時～午後５時   

※1月 14日（火）、21日（火）は午後７時 30分まで延長 
              寺田教育集会所 第１学習室   （伊賀市寺田 225番地）    

 

③いがまち人権センター「いがまち人権パネル展」 

   世界人権宣言は第二次世界大戦への反省から 1948 年 12 月、国際連合において採択さ

れました。30条ある世界人権宣言を条文ごとに書画で表現したものを展示します。パネル

を通じて、人権とはどのようなものかを改めて考えてみてください。 

    

   テーマ：「世界人権宣言」（チラシ添付） 

   期 間：1月 9日（木）～1月 24日（金）平日のみ 午前 9時～午後 5時 

        ※1月９日（木）、16日（木）、23日（木）は午後 7時 30分まで延長 
                 いがまち人権センター     （伊賀市柘植町 8898番地）  
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≪１月
がつ

の人権
じんけん

・平和
へいわ

デー
で ー

≫ 

 １日
ついたち

 少年法
しょうねんほう

施行
し こ う

の日
ひ

（１９４９年
ねん

） 

 ４日
よっか

 あらゆる形態
けいたい

の人種
じんしゅ

差別
さ べ つ

の撤廃
てっぱい

に関
かん

する国際
こくさい

条約
じょうやく

 １９６９年
ねん

発効
はっこう

（日本
に ほ ん

は１９９５年
ねん

に加入
かにゅう

） 

 13日
にち

 成人
せいじん

の日
ひ

  

 １７日
にち

 防災
ぼうさい

とボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の日
ひ

（阪神
はんしん

・淡路
あ わ じ

大震災
だいしんさい

 １９９５年
ねん

） 

 ２４日
か

 法律
ほうりつ

扶助
ふ じ ょ

の日
ひ

 （1952年
ねん

 法律
ほうりつ

扶助
ふ じ ょ

協会
きょうかい

の設立
せつりつ

日
び

）  

 ２６日
にち

 文化
ぶ ん か

財
ざい

防火
ぼ う か

デー
で ー

 

 ２７日
にち

 ホロコースト
ほ ろ こ ー す と

犠牲者
ぎ せ い し ゃ

を想起
そ う き

する国際
こくさい

デー
で ー

 

友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

を誘
さそ

い合
あ

って学習
がくしゅう

を深
ふか

めてください。心
こころ

よりお待
ま

ちしています 

いがまち人権
じんけん

センター
せ ん た ー

パネル展
ぱ ね る て ん

 

 世界
せ か い

人権
じんけん

宣言
せんげん

  



 

 

令和 7年 1月 8日定例記者会見（資料№５） 

 

 

 

 

 

伊賀市本庁舎アート情報（1月展示）の開催 

 

 ≪発表内容≫ 

市民の誰もが文化芸術に触れる機会を提供するため、本庁内に市民ミニギャラリーを

設置し、展示作品を広く募集しています。今月の展示は次のとおりです。 

また、多くの皆さんに文化芸術に触れ親しんでいただくため、本庁舎１階にも市民の

作品や生花を展示します。 

 

（１）展示場所  伊賀市本庁舎４階 市民ミニギャラリー 

１階 玄関横 

（２）展示期間  1月 6日（月）～1月 31日（金） 

         午前８時 30分～午後５時 15分（市役所の開庁時間に準ずる。） 

※準備・撤去の都合により展示のない時間帯が生じる場合があります 

（３）展示内容 

〇【４階市民ミニギャラリー】 

  伊賀市寄贈作品の展示  

  上
かみ

田
た

 保
やす

隆
たか

  絵
か い

画
が

展
て ん

 

 

〇【１階玄関横】 

  伊賀市寄贈作品の展示  

 絵画
か い が

 「快
かい

」 伊藤
い と う

 清和
きよかず

 

 

〇華道
か ど う

（伊賀
い が

華道
か ど う

協会
きょうかい

） 

1月 6日 ～ 1月 10日 嵯峨
さ が

御流
ごりゅう

 

1月 14日 ～ 1月 17日 嵯峨
さ が

御流
ごりゅう

 

1月 20日 ～ 1月 24日 池坊
いけのぼう

 

1月 27日 ～ 1月 31日 嵯峨
さ が

御流
ごりゅう

 

 

（４）主 催 者  伊賀市 企画振興部 文化振興課 美術博物館建設準備室 

担当連絡先 

企画振興部 文化振興課 美術博物館建設準備室 

担当者名：杉永 

電話番号：0595-41-0400 



令和７年 1月 8日定例記者会見（資料№６） 

担当連絡先 

伊賀市 上野図書館    

担当者名：小林、村田 

電話番号：0595-21-6868 

 

企画展示「忍びの里 伊賀」の開催 

 

 

１ 発表事項の概要 

     2月は忍者市月間にあたることから、この期間を含む企画展示において、伊賀市上

野図書館が所蔵する資料の中で忍者に関連した資料を紹介します。 

 

２ 発表内容 

（１）目的 伊賀市上野図書館が所蔵する資料の中で、忍者に関連した資料を紹介し、郷土

や歴史貴重資料、関係資料への興味や関心、図書館利用につなげていくことを

目的とする。   

      また併せて「デジタルミュージアム 秘蔵の国 伊賀」の紹介も行い、利用に

つなげていく。  

 

（２）期間 令和７年 1月５日（日）～３月 23日（日） 

      午前 9時～午後７時 

      休館日：毎週月曜日 

図書整理日〔1月 31日（金）、２月 28日（金）〕 

 

（３）場所 伊賀市上野図書館 ２階 企画展示コーナー 

 

（４）展示予定資料 「伊賀旧考」「伊陽安民記」「伊水温故」（県指定文化財） 

「三国地志」（県指定文化財）等 

 

 



忍びの里 伊賀 
 

 

伊賀流忍者の里として知られる伊賀。忍者にゆかりのある城跡や寺院、神社も多く 

残っています。今回の展示では、図書館で所蔵する資料のなかから、地誌や「天正 

伊賀の乱」に関する資料を展示します。 

 

期 間：2025（令和７）年１月５日（日）～2025（令和 7）年 3月 23日（日） 

午前９時～午後７時 

休館日：毎週月曜日、図書整理期間〔１月 31日（金）、２月 28日（金）〕 

場 所：伊賀市上野図書館 ２階 企画展示コーナー 

                                     

  

         ○この事業は、伊賀市文化振興条例、伊賀市文化振興ビジョンに基づき実施しています。 

問合わせ 

伊賀市上野図書館 

0595-21-6868 


	スライド 1

